
四日市市告示第 168 号  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき

、公金事務を指定公金事務取扱者に委託したので、同条第２項の規定により告示

する。  

令和８年３月３１日  

 

四日市市長   森   智  広    

   

１  指定公金事務取扱者の名称及び住所または事務所の所在地  

  公益社団法人四日市市シルバー人材センター  

  三重県四日市市十七軒町９番１０号  

 

 

２  委託した公金事務に係る歳入等  

   介護予防・生活支援サービス事業に係る手数料  

 

３  指定公金事務取扱者の指定をした日  

  令和８年３月３１日  

 

４  委託の期間  

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで  

 

 

 

（健康福祉部高齢福祉課）  

 

 

 

 

 

 

 


